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⑴⑴⑴⑴    学生宿舎学生宿舎学生宿舎学生宿舎 

鳴門教育大学の学生宿舎は，大学キャンパスのすぐ隣にあり，単身用宿

舎（男子棟２棟 160 人収容，女子棟３棟 240 人収容）と世帯用宿舎（80世

帯収容）に分かれています。 

単身用宿舎には，共同の談話室，洗面・洗濯室，補食室，トイレ，浴室，

シャワー室があり，個室内には机，イス，本棚，ベッド，ロッカー，イン

ターネット配線などを備えてあります。ただし，ふとん・毛布・シーツな

どの寝具，テレビ，窓のカーテン等は備えていないので，各自で購入して

ください。 

世帯用宿舎には，机，イス，本棚，ガス湯沸し器，トイレ，風呂，イン

ターネット配線などを備えてありますが，家族と一緒に住む場合でないと

入居できません。 

① 入居申請，入居許可 

入居許可期間は，入居を許可された日の属する年度の末日までであ

り，引き続き入居を希望する場合は「学生宿舎入居願」を提出し，許

可を受けなければなりません。 

なお，入居願提出期間，その他必要な事項は，掲示によって通知し

ます。 

また，寄宿料の滞納，入居資格に変更を生じたとき，寄宿舎の秩序

を著しく乱したとき等は退去を命じることがあります。 

② 寄宿料及び諸経費 

寄宿料のほか，学生が学生宿舎において私生活のために使用する光

熱水料等（電気，ガス，水道料，消耗品等の経費）は，学生個人が負担

することになります。この経費には，均等割りで負担するものと各人

の使用実績に応じて負担するものとがあり，毎月の一定期日（退去す

るときには，あらかじめ指定された日）に納付しなければなりません。 

なお，詳しくは学生生活支援係に問い合わせてください。 

区 分 棟 数 室(戸)数 
１室(戸)当たり 

の面積 

寄 宿 料 

（月額） 

単身用(男子) ２ 160室 約10m2   ４,３００円 

単身用(女子) ３ 240室 約10m2   ４,３００円 

世 帯 用 
１ 40戸 約40m2   ９,５００円 

１ 40戸 約52m2 １１,９００円 

※寄宿料は，平成 29 年４月１日現在の料金です。 
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⑴⑴⑴⑴    学生宿舎学生宿舎学生宿舎学生宿舎 

鸣门教育大学的学生宿舍紧邻大学校园，分为单身宿舍（男子栋２栋容纳160人；

女子栋３栋容纳240人）和家庭宿舍（容纳80个家庭）。 

单身宿舍配置了公用谈话室、洗面・洗衣室、厨房、厕所、浴室、淋浴间，房间

内配置了椅子、书架、床、橱柜、网线等设备。但是，并没有配置被褥、毛毯、床

单等寝具，以及电视、窗帘等设备，因此需要自己购买。 

家庭宿舍中配置了桌子、椅子、书架、燃气热水机、厕所、浴盆、网线等设备，

只允许有家属共同入住者使用。 

① 入住申请，入住许可 

入住许可期限为获得入住许可的当年度最后一天，有意继续入住者，必须

提交“学生宿舍入住申请书”并获得许可。 

本校通过公告兰对入住申请期限等必要事项进行通知。 

此外，拖欠寄宿费、入住资格发生变化、显著影响宿舍秩序者可令其退出。 

② 寄宿费及诸多杂费 

除了寄宿费以外，学生入住宿舍后所使用的水电气费（电气、燃气、自来

水、消耗品等杂费）由学生个人负担。此项杂费有些是均摊，有些是根据个

人的使用情况来负担，每个月的规定日期（退出时按事先指定的日期）内必

须缴清。 

详情请咨询学生生活后勤办公室。 

分 类 栋 数 间(户)数 每间(户)面积 
寄宿费 

（月额） 

单 身(男) ２ 160间 约10m
2

 ４,３００日元 

单 身(女) ３ 240间 约10m
2

 ４,３００日元 

家 庭 
１ 40户 约40m

2

 ９,５００日元 

１ 40户 约52m
2

 １１,９００日元 

※寄宿费是截止到2017年４月１日的费用。 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑵⑵⑵⑵    民間アパート等民間アパート等民間アパート等民間アパート等 

民間アパートや貸間には，通常，家具・調度品等は備えていません。ま

た，部屋を借りる際に，部屋代のほかに敷金，礼金等の一時金（部屋代の

２か月分）を支払うのが，慣例となっています。 

アパート等を探す場合には，先輩や日本人の友人など，日本の事情を分

かっている人に同行してもらった方がよいでしょう。 

 



 

    

    

    

    

 

⑵⑵⑵⑵    民间公寓等民间公寓等民间公寓等民间公寓等    

通常情况下民间公寓或出租屋内没有配置家具和日用器具。按日本的惯例，租用

房屋时还需要支付保证金、礼金等费用（金额为２个月份房租）。 

租用公寓时最好带上熟悉日本情况的学长或日本朋友，这样才会万无一失。 


